
 

 

様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

① 教育実習等の時期 
〈教育実習〉４年次 前期５月～７月、後期９月～１０月 

② 教育実習等の実習期間・総時間数 
〈教育実習〉中学校３週間（１２０時間）、高等学校２週間（８０時間） 

③ 実習校の確保の方法 
〈教育実習〉 

①大学及び中学校で構成する教育実習連絡協議会で検討し実習校を決定する。 
②実習生が希望する実習校を選び内諾を得る。 

④ 実習内容 
〈教育実習〉 
第１週 
１ 教育実習の服務と注意事項 
２ 学校諸施設の見学 
３ 指導講話及び実習指導 
（１）学校運営の概要（学校教育目標・経営方針・教員組織体制・生徒の実態等） 
（２）実習校の教育課程 
（３）生徒会の組織と運営、学級（ホームルーム）活動の意義と運営、学校行事の意義と運営 
（４）学級担任の役割と学級事務の処理方法 
（５）教科指導の在り方と学習指導案の作成方法 
４ 授業参観及び実地授業 
（１）指導教諭の指導授業見学（発問・板書・指導過程・教材・ＩＣＴ活用等）と記録 
（２）教科等に係る学習指導案の作成及び実地授業（指導過程・学習形態の工夫、教材研究、発問の 

工夫、板書計画、生徒の実態把握、情報機器の活用） 
（３）準備室等の整理整頓 
５ ホームルーム参加、指導 
（１）学級指導の在り方及び生徒対応の在り方の見学 
（２）生徒との信頼関係を基盤とした学級指導及び生徒指導 
６ 特別活動への参加、指導 
（１）生徒会・学校行事及び部活動への参加及び指導 
第２週～第３週 
１ 学級（ホームルーム）指導 

２ 生徒会活動の指導 

３ 学校行事への参加 

４ 生活指導、清掃指導、給食指導、進路指導、部活動参加 

５ 学級事務（出席簿の整理、採点補助、学級日誌の点検、学級便り作成補助、教室環境整備） 

６ 実地授業（教科・道徳・学級活動・総合的な学習の時間） 
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７ 研究授業とその反省 

（１）学習指導案の作成（教材研究、生徒の実態把握、学習形態、指導方法、ＩＣＴ活用等の工夫） 

（２）研究授業の実施 

（３）反省（授業研究）：研究授業の評価・検証・改善 

８ 教育実習成績の評価 

⑤ 実習生に対する指導の方法 
〈教育実習〉○指導教員が研究授業日に実習校を訪問し、授業参観及び授業研究会へ参加して実習生の 

教科指導・生徒指導等の状況を把握する。 
      ○担任教師との面談により実習中の生活の様子を把握する。 
      ○授業参観後、教育実習生徒と個人面談し学習指導・生徒指導へのアドバイスを行う。 
      ○教育実習後、個人面談を行い、学生記述の教育実習反省文に基づき指導を行う。 

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 
  項 目 評 価 基 準 

１ 教職員・実習生の

協力 

教職員からの指導講話や指導助言を積極的に受け入れている。 

教職員や他の実習生と協力し、職員作業や授業研究会の準備に参加している。 

２ 検討会・反省会 授業研究会や反省会に参加し、積極的に意見を述べ自己評価を行っている。 

その結果を整理するとともに、指導力の向上に生かしている。 

３ 教材研究及び評価 事前の教材研究や教材解釈に取り組み、学習活動に必要な教材・教具・資料づくり、板書計画

などができている。 

４ 学習指導案の作成 単元の目標を捉え、目標達成に向けての学習活動を構想している。 

発問構想、生徒の応答予想や評価の観点などを踏まえた指導案を作成している。 

５ 授業展開のおける

指導 

説明、発問、板書、環境構成などにおいて、学習活動を豊かにするような工夫がみられる。ま

た、生徒の活動を適切に評価している。 

６ 生徒理解 生徒に挨拶し、休み時間や委員会や学校行事などにおいて積極的にかかわっている。 

授業中の机間指導で生徒に適切なことばかけを行っている。 

７ 学級活動 学級会、朝のＨＲ、帰りのＨＲ、係活動、当番活動などにおいて生徒に適切な指導をすること

ができる。 

８ 学級経営 整理整頓や戸締まりなどの環境設営を行っている。 

生徒の作品やワークシートなどを適切に評価している。 

衛生面・安全面に留意して給食指導や掃除指導を行っている。 

９ 勤務状況 教員としてふさわしい服装・髪型・言葉づかいなどで生徒と接することができている。 

１０ 報告書・諸届け 教育実習日誌や諸届けを定められた期日までに提出している。 

実習内容や観察したことを整理し、自分なりに観点を絞り、検討会での意見を踏まえて、教育

実習日誌をまとめている。 

＊各項目について５段階で評価 
５（８割以上）、４（８割未満～６割）、３（６割未満～４割以上）、２（４割未満～２割以上）、１（２割

未満） 
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２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 
〈教育実習〉○事前指導 ３年次後期 １０時間 

○事後指導 ４年次後期  ６時間 

②  内容（具体的な指導項目） 
〈教育実習〉 

 【事前指導】 

 １ 教育実習の意義や目的及び教育実習の内容（服務・教科指導・生徒指導・特別活動・学級経営等）の把

握 

２ 教育実習校からの指摘事項や先輩の経験談からの教育実習上の課題把握と対応 

３ 個々の履修カルテ等からの教育実習へ向けての自己課題の把握と対策 

４ 服装・挨拶等の礼儀作法や勤務時間厳守等の服務などの社会人としての姿勢や態度、心構えの把握 

５ 学級（ホームルーム）指導の在り方と実際 

６ 学校現場における生活指導（清掃・給食等）の在り方の把握と問題行動への対応 

７ 学級（ホームルーム）経営の在り方の把握 

８ 学級経営案の作成 

９ 教科等学習指導案の作成 

１０ 模擬授業に係る教材の選定・開発 

１１ 発問・板書計画・視聴覚機器等の指導方法の工夫 

１２ 模擬授業と授業研究 

 

【事後指導】 

１ 教育実習時の授業に係る成果と課題（教材研究、学習指導案作成、授業等）を省察し改善に取り組む。 

２ 教育実習時の学級（ホームルーム）経営、生徒指導及び服務等に係る成果と課題を省察し改善に取り組

む。 

３ 教育実習全体に係る成果と課題を省察し教師として勤務する場合に最低限必要とされる資質能力に関

して自己評価を行う。 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 
教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導については、事前指導の１回目で実

施する。相談窓口は、事前指導の担当教員とする。相談を受けた担当教員は教職課程委員長にこれを伝

達し、教職課程委員長は教職課程委員会及び大学全体のハラスメント防止対策委員会と連携を図り対応

に当たる。 
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３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 
① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

 
・委員会等の名称：教職課程委員会 

・委員会等の構成員：委員長、委員（教職課程を有する各学科から選出された教員：１０人、総合教育セ

ンターの教職関係教員：７名）、教務部長、教務課職員（３人）： 

・委員会の運営方法：年３回開催、審議事項（教職課程の規程に関する事項、教職課程の履修に関する事

項、教育実習に関する事項、教職課程の認定申請に関する事項等） 

【委員会の組織図】 

   

 

 

                               

                                ＷＧ（ワーキングループ） 

 
 
 
② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 
（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 
 

・委員会等の名称：熊本市立中学校・熊本地区大学教育実習連絡協議会 
 ・委員会等の構成員：会長、副会長（３人）、実習担当（２人）、熊本市教育委員会関係者（２人）、 

中学校校長（３６人）、大学関係者（２４人） 
 ・委員会等の運営方法：５月及び１２月に年２回実施、審議事項（教育実習生の配当、教育実習に関 

する申し合わせ事項、教育実習の反省等） 
 
【委員会の組織図】 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

教務委員会 

教職課程委員会 

（委員長・委員等） 

教職に関する科目ＷＧ 教科に関する科目ＷＧ 自己点検・評価ＷＧ 

副会長 

実習担当 

委員（各大学関係者） 委員（各中学校校長） 

会長 
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４ 教育実習の受講資格 
１．教職課程履修に関する規程の第５条第１項 

  ・教育実習の履修を希望する者は、３年次修了時までに次に掲げる授業科目の全ての必要単位を修

得しなければならない。ただし修得できなかった単位が、４年次で修得可能な場合には、教職課

程委員会の議を経て、教育実習の履修を認める。 
   （１）高等学校で教育実習を行う場合 
     「教育原論」「教職概論」「教育制度論」「教育心理学」「特別支援教育論」「教育課程論」「総合的

な学習の時間の指導法」「特別活動論」「教育方法論（ICT 活用含む））」「進路指導・生徒指導

論」「教育相談の理論と方法」「教科教育法Ⅰ・Ⅱ」の１３科目 
   （２）中学校で教育実習を行う場合 
     前号の１３科目に加えて「道徳教育指導論」「教科教育法Ⅲ・Ⅳ」の３科目 
２ 第１項に規定された科目の単位を全て修得した者であっても、本人の性行、学力その他の点から

教員に求められる資質能力が不十分と認められた場合には、教職課程委員会の議を経て教育実習

の履修を中止させることがある。 

５ 実習校 
教育 
実習 

体験 
活動 

学級数の合計 中学校３学級、高等学校３６学級 

○ × 学校名 熊本私立文徳高等学校（熊本県熊本市池田４－２２－２） 学級数：３６ 生徒数：１１４６人 

  教員数 ８０人  （内訳）教諭４７人、 助教諭０人、 講師３１人、 養護教諭１人、 養護助教諭１人、 栄養教諭０人 

○ × 学校名 熊本私立文徳中学校（熊本県熊本市池田４－２２－２） 学級数：３ 生徒数：３２人 

  教員数 ９人  （内訳）教諭５人、 助教諭０人、 講師３人、 養護教諭０人、 養護助教諭１人、 栄養教諭０人 

○ × 教育委員会名  熊本市教育委員会 小学校：９２校 中学校：４２校 
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教育実習受け入れ承諾書 

 

 

 

   

学校法人君が淵学園が設置する崇城大学に係る教育実習の受け

入れについて承諾します。 

 

 

 

 

令和７年 １２月１０日 

 

 

                 文徳高等学校 

             校長 竹 下 文 則 
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教育実習受け入れ承諾書 

 

 

 

   

学校法人君が淵学園が設置する崇城大学に係る教育実習の受け

入れについて承諾します。 

 

 

 

 

令和７年 １２月１０日 

 

 

                 文徳中学校 

             校長 竹 下 文 則 
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教育実習受け入れ承諾書 

 

 

 

   

学校法人君が淵学園が設置する崇城大学に係る教育実習の受け

入れについて承諾します。 

 

 

 

 

令和７年 １２月 ４日 

 

 

                      熊本市教育長 

                遠 藤 洋 路 
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